
国における下水道の整備目標 
 
○汚水処理人口普及率 
７６％（平成14年度）→８６％（平成19年度）【社会資本整備重点計画(H15.10閣議決定)】 

○下水道処理人口普及率 
６５％（平成14年度）→７２％（平成19年度）【社会資本整備重点計画(H15.10閣議決定)】 

○農業集落排水処理人口普及率 
 ３９％（平成14年度）→５２％（平成19年度）【土地改良長期計画（H15.10）】 
○漁業集落排水処理人口普及率 
 漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率を小都市並（概ね６割）とする。【漁港漁場整備長期計画(H14.3閣議決定)】 
○浄化槽処理人口普及率 
  ８％（平成14年度）→１１％（平成19年度）【廃棄物処理施設整備計画(H15.10閣議決定)】 
 
（参考）社会資本整備重点計画（平成15年10月閣議決定）（抜粋） 

○計画期間 平成15年度～平成19年度 
       ○計画内容（下水道整備事業関連） 

暮らし～衛生的で快適な生活の実現 
○地域の特性に応じ、浄化槽等との適切な役割分担の下、未普及地域の解消を

図る。

環境～良好な水環境の形成 
○水質保全上重要な地域において、普及拡大に加え高度処理施設の整備を推進。 
○排出負荷量を分流式下水道と同程度以下に削減することを目的に、合流式下

水道を緊急に改善。 

安全～大雨にも安全な都市づくり 
○河川事業との連携、雨水浸透の積極的導入、ハザードマップ作成等のソフト

対策など、総合的な都市浸水対策を推進。 

環境～循環を基調とした環境負荷の削減 
○下水道汚泥の減量化・有効利用の推進。 

【環境基準達成のための高度処理人口普及率】11%(H14)→17%(H19) 
【合流式下水道改善率】15%(H14)→40%(H19) 

【汚水処理人口普及率】76%(H14)→86%(H19) 
【下水道処理人口普及率】65%(H14)→72%(H19) 

【床上浸水を緊急に解消すべき戸数】約9万戸(H14)→約6万戸(H19)
【下水道による都市浸水対策達成率】51%(H14)→54%(H19) 

【下水汚泥リサイクル率】60%(H14)→68%(H19) 




